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｢危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部を改正する省令案｣及び 

｢船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部を改正する告示案｣ 

に関するパブリックコメントについて 

 

平成２０年１０月 

海事局検査測度課 

 

１．背景 

危険物の海上運送に関しては、国際海事機関（以下「ＩＭＯ」という。）において策定され

た１９７４年の海上における人命の安全のための国際条約（ＳＯＬＡＳ条約）に基づく危険

化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則（以下「ＩＢＣコード」

という。）及び国際海上危険物規程（以下「ＩＭＤＧコード」という。）等により、技術基準

が定められており、我が国においてもＩＢＣコード及びＩＭＤＧコード等の規定を危険物船

舶運送及び貯蔵規則（昭和３２年運輸省令第３０号。以下「危規則」という。）及び船舶によ

る危険物の運送基準等を定める告示（昭和５４年運輸省告示第５４９号。以下「危告示」と

いう。）等、関連告示に取り入れて安全規制を実施しているところである。 

ＩＢＣコードは液体化学薬品のばら積運送について規定しており、平成１８年１２月のＩ

ＭＯの海上安全委員会（以下「ＭＳＣ」という。）、平成１９年７月の海洋環境保護委員会（以

下「ＭＥＰＣ」という。）において、新たに査定された物質の追加等を内容とするＩＢＣコー

ドの改正が採択された。今次改正については、平成２１年１月１日に発効することとなって

おり、このため、我が国においても液体化学薬品の円滑なばら積み国際輸送を行うことがで

きるよう、この改正内容を国内法令に取り入れる必要がある。 

また、ＩＭＤＧコードは危険物の個品運送について規定しており、国連で策定されている

「危険物輸送に関する国連勧告」（以下「国連勧告」という。）の改正等に対応して改正が行

われており、平成２０年５月のＭＳＣにおいて、環境有害物質の判定基準の追加等を内容と

するＩＭＤＧコードの改正が採択された。今次改正については平成２２年１月１日に発効す

るが、航空及び陸上における危険物の国際運送規則の改正が共に平成２１年１月１日に発効

するため、輸送モード間の運送規則の差異による不都合を解消し円滑な危険物運送を行うた

め、平成２１年１月１日までに国内法令に取り入れることとする。 

 

 

２．改正概要 

(1) ＩＢＣコードの改正に伴い、次の改正を行う。 

① 貨物ポンプ室の消防設備要件の一部変更 （危規則第２７２条） 

引火点６１℃以下の貨物を運送する総トン数５００トン以上の液体化学薬品ばら積み

船の貨物ポンプ室に設置が義務付けられていた炭化水素ガス濃度連続監視装置について、

引火性ガスを検知する引火性ガス濃度連続監視装置に変更することとする。 
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② 新規物質の追加及び一部物質の要件の変更 （危告示別表第８の３関係） 

液体化学薬品として新たに査定された「ペンタエチレンヘキサミン」等、２４物質の

追加を行う。また、既存の物質について、運送基準の一部変更を行う。 

 

(2) ＩＭＤＧコードの改正に伴い、次の改正を行う｡ 

① 環境有害物質の判定基準の追加 （危告示別表第１備考１(4)、備考２（8）関係） 

現在、別表に列挙されていない物質についても、環境有害性を有している可能性が存

在することから、ＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム）小委員

会にて策定された環境有害物質の判定基準を新たに取り入れ規制対象を明確化させる。 

② 微量危険物の導入（危規則第１１条、危告示第１０条、第１３条の２の２、別表第

１、別表第１備考５の２及び第４号の２様式関係） 

少量危険物よりさらに少量の危険物について、微量危険物の概念を導入し、規定の適

用関係を定める。 

③ 有機過酸化物の標札の変更（危告示第１号様式関係） 

有機過酸化物の標札を国連勧告に合わせた標札に変更を行う。 

④ 引火性液体類の分類基準の統一（危告示第１５条の２、第１６条の４及び第１９条

関係） 

引火性液体類の積載方法等について、引火点を２３℃以下としていた基準を引火性液

体類の容器等級の判定基準（危告示別表第１備考２（３）（ⅰ））と整合させるため、引

火点２３℃未満へ統一する。 

⑤ 新規物質の追加（危告示別表第１関係） 

危険物の運送要件等を定める危告示別表第１について、「硝酸（濃度が６５質量％以上

７０％以下のものに限る。）」等、１４物質を追加する。 

⑥ 液体用ＩＢＣ容器の要件の追加（危告示第２５条の５関係） 

液体用ＩＢＣ容器について、新たに振動試験による判定要件を導入する。 

⑦ その他所要の改正を行う。 

 

 

３．スケジュール 

公布：平成２０年１２月中旬（予定） 

施行：平成２１年１月１日 

 


